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Ａ．研究目的 

昭和 24 年（1949 年）に成立した身体障

害者福祉法は、身体障害者の更生、すなわ

ちリハビリテーションを基本的な目的と

研究要旨： 本研究では、身体障害者認定制度における認定基準のあり方について、医

学的知見を踏まえ考察を行い、認定基準の見直しの具体的な案を提言する。平成 27 年

度においては、聴覚障害、心臓機能障害を取り上げ、膀胱・直腸機能障害の検討準備を

行った。また、肝臓機能障害については、平成 26 年度の当研究班の成果が「肝臓機能

障害の認定基準のあり方に関する検討会」に提出され、認定基準の改正に貢献した。 

平成 26 年度 1月に通知された聴覚障害の認定基準の改正後の状況については、112

認定機関を対象とした調査により、他覚的聴力検査が必要となった 2級申請の 2級申請

数の有意な減少と認定率の有意な低下が認められたことを明らかにし、長期的な状況把

握の必要性が示唆された。 

心臓機能障害では、新規ペースメーカ植込者の機能変化を明らかにするための調査が

開始され、339 名が登録された。 

膀胱・直腸機能障害では、現在の公費補助の対象となっていない子宮悪性腫瘍に対す

る手術や放射線治療の結果生じた排尿障害（神経因性膀胱）や尿瘻（膀胱膣瘻・尿管膣

瘻）等の患者の実態を明らかにすることを目的とした調査を設計した。 
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し、障害の認定と等級評価は医学的に解剖

学レベルでの機能の損失を評価すること

で、認定の公平を期した。 

制定時には「職業的能力が損傷されてい

る」ことが身体障害者の定義に含まれ、職

業復帰が目的とされたが、内部障害が追加

された昭和 42 年改正では法の目的も改め

られ、職業復帰のみを目的としているので

はないことを強調した。その後、法の目的

は単なる社会復帰ではなくより広く自立

と社会参加を目指すものへと変化してい

る。さらに、現在では障害者の自立支援に

ついては障害者総合支援法により、各種サ

ービスの個別支援計画において、個々に日

常生活や社会活動に即したアセスメント

が実施され、障害程度区分が普及し、障害

手帳等級の意義は半減しつつある。 

本法律の制定後 65 年を経て、疾病構造

の変化、社会生活環境の変化、著しい医

学・医療技術の進歩に応じて、対象障害の

追加、認定基準の見直しが必要とされ、21

世紀に入ってからは身体障害者認定のあ

り方に関する研究が断続的になされてき

た。 

本研究では、身体障害者認定制度におけ

る認定基準のあり方について、医学的知見

を踏まえ考察を行い、認定基準の見直しの

具体的な案を提言する。平成 27 年度にお

いては、聴覚障害と心臓機能障害の認定基

準の改正後の状況を調査し、膀胱・直腸機

能障害の検討を開始した。 

 

Ｂ．研究方法 

１）聴覚障害認定基準改正後の状況把握 

平成 26 年 2 月に、聴覚障害の認定が適

正に行われたのか疑念を生じさせるよう

な事案についての報道および国会質問が

なされたことを契機に、認定方法について

見直しが「聴覚障害認定基準のあり方に関

する検討会」および「疾病・障害認定審査

会身体障害認定分科会」で行われ、当研究

班も協力した。 

見直し案は、都道府県・指定都市・中核

市の障害保健福祉主管部（局）長に宛てて

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企

画課長から４つの文書として通知された

1)～4)。また、都道府県知事、指定都市市長、

中核市市長に宛てては、厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部長から、様式の変更

が通知された 5)。 

本研究では、これらの通知で言及された

２つの改正要件の実施状況を知るために、

認定組織 112（全国の都道府県、政令指定

都市、中核都市）を対象に質問紙法による

調査を実施した。２つの改正とは「聴覚障

害で身体障害者手帳を所持していない者

に対し、2級の診断をする場合には、聴性

脳幹反応等の他覚的聴覚検査又はそれに

相当する検査を実施し、その結果（実施し

た検査方法及び検査所見）を記載し、記録

データのコピーなどを添付すること」1)お

よび「聴覚障害に係る法第 15 条第１項に

規定する医師については、原則として、耳

鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医と

する」3) であった。 
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２）心臓機能障害 

平成 26 年度から、従来は一律に一級の

認定を受けていたペースメーカ植込者が

3年後までに再認定を受けることとなっ

た。しかし、ペースメーカ植込み後の身体

状況の変化に関する実証データはない。そ

こで、本研究では、身体障害者認定基準の

見直しが行われた平成 26 年 4月以降に、

徐脈性不整脈疾患に対してペースメーカ

を新規に植込みした者を対象に、植込み前

後の日常生活活動制限・長期予後・自立度

の経時的変化を明らかにするために、調査

を開始した。 

日本不整脈学会のデバイス委員会委員

の所属施設（31 施設）の協力を得て、平

成 27 年 4月より主治医によりデータ登録

を行い、カルテ記載および受診時（3ヶ

月・６ヶ月・１年・２年・３年）の評価を

経時的に比較する。 

 

４）膀胱・直腸機能障害 

現在の公費補助の対象となっていない

子宮悪性腫瘍に対する手術や放射線治療

の結果生じた排尿障害（神経因性膀胱）や

尿瘻（膀胱膣瘻・尿管膣瘻）等の患者の実

態を明らかにすることを目的とした調査

を設計した。 

 埼玉県泌尿器科医会に所属する病院

20・診療所 10 を受診した対象疾患患者に

対して質問紙法による調査を実施する準

備を行った。 

 

５）海外情報 

第 15 回国連障害統計ワシントングルー

プ会議 6)に参加し、国際的な障害認定の動

向に関する情報を収集した。 

 

（倫理面への配慮） 

心臓機能障害については、研究分担者お

よび研究協力者の所属機関において研究

倫理審査委員会の承諾を得て研究を実施

した。 

膀胱・直腸機能障害については、研究分

担者の所属機関において研究倫理審査委

員会に申請準備中である。 

聴覚障害改正後の状況把握調査につい

ては、研究倫理審査委員会に申請し、個人

情報を対象としていないため「非該当」の

結果を得た。 

 

Ｃ．研究結果及び考察 

１）聴覚障害 

87 自治体から回答を得て（回収率 77.7%, 

平成 28 年１月 28 日現在）、下記の結果を

得た。 

(1)他覚的聴力検査が必要となった平成

27 年 11 月時点では、2級の申請数の前年

度比は他の等級に比較して有意に少なか

った。また、平成 27 年度の２級の認定率

(90.3%)は他の級の認定率および平成 26

年度の 2級の認定率より有意に低かった。 

(2) 2 級申請のため他覚的聴力検査を必要

とした申請は 117 件（約 70%）で、予想よ

りも多く、乳幼児の申請が多くを占めると

推測された。117 件のうち 5 件（4.3％）

は認定されなかった。 
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(3) 平成 26 年度の「通知」で他覚的聴力

検査実施を求めたことに関する課題とし

ては、「検査実施可能施設の分布の制約に

より申請できない場合があること」と「他

覚的聴力検査方法について指定医から質

問が出ていること」が明らかになった。 

(4) 聴覚障害認定全般に係る課題として

は、「乳幼児・認知症者・精神疾患患者の

認定」、「語音明瞭度による判定」等が回答

され、先行研究による指摘と変化はなかっ

た。 

(5) 指定医を日本耳鼻咽喉科専門医に限

定すると必要数が充足されない懸念につ

いては、「わからない」が 7割であった。 

(6) 障害認定指定医に対する研修を行っ

ている自治体は、定期実施が 3都県、不定

期実施が 2県と少数にとどまった。今後の

開催の予定がない自治体は 76%で、研修を

実施しない理由の第一は研修プログラム

がないことであった。 

 

３）心臓機能障害 

 全国 31 医療機関から登録の意向を確認

し、24 医療機関で倫理審査を終了した。

患者登録数は 339 名であった（平成 28 年

1月）。 

 

４）膀胱・直腸障害 

分担研究者の所属機関において倫理審

査申請の準備中である。 

 

５）海外の動向 

国連障害統計のワシントングループ会

議で定めた ICF に基づく国勢調査用の６

つの短い質問群を、各国および国際的な教

育・雇用などの統計および持続可能な開発

目標の指標で活用することが進められて

いた。 

 

Ｄ．結論 

１）聴覚障害 

 認定組織を対象とした調査から、認定基

準の改正後に、他覚的聴力検査が必要とな

った 2級申請の申請数の有意な減少と認

定率の有意な低下、他覚的聴力検査の実施

に関する課題が明らかになり、長期的な状

況把握の必要が示唆された。 

新規指定医に専門医を推奨すること、専

門医でない場合には講習を受けることに

対する変化は明らかではなかったが、指定

医のための研修プログラムの開発が求め

られると推測された。 

 

２）心臓機能障害 

蓄積されたペースメーカ植込み者の身

体機能と心臓機能障害等級再認定状況か

ら、障害等級再認定（評価時期と評価方法）

の在り方を提案することが期待される。 

 

３）膀胱・直腸障害 

すでに、国会質問に複数回あがっている

現在の公費補助の対象となっていない子

宮悪性腫瘍に対する手術や放射線治療の

結果生じた排尿障害（神経因性膀胱）や尿

瘻（膀胱膣瘻・尿管膣瘻）等の患者の実態

が、平成 28 年度には明らかになる見込み
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である。 

 

４）海外の動向 

持続可能な開発計画（国連）における障

害統計など国連障害統計ワシントングル

ープ会議等の動向を引き続き留意するこ

とは有用であると考えられる。 
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